
平
成
二
十
七
年
四
月
十
四
日

第
三
千
六
百
八
十
五
号

増

刊

①

１ 平成 27 年４月 14 日　火曜日 第３６８５号 増刊①福 岡 県 公 報

福 岡 県　総 務 部 行 政 経 営 企 画 課
株式会社ドミックスコーポレーション

（電話 092-643-3028)
（電話 092-431-4061)

定期発行日　毎週火金曜日
〔発行〕 〒 812-8577
〔作成〕 〒 812-0016

福 岡 市 博 多 区 東 公 園 ７ 番 ７ 号
福岡市博多区博多駅南六丁目 6 番 1 号

七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

目
　
　
　
次

再
　
　
　
掲

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
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七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条

百
九
十
五
万
円
以
下
の
金
額

八
十
五
分
の
五

八
十
分
の
十

七
十
分
の
二
十

六
十
七
分
の
二
十
三

五
十
七
分
の
三
十
三

百
九
十
五
万
円
を
超
え
三
百
三
十
万
円
以
下
の
金
額

三
百
三
十
万
円
を
超
え
六
百
九
十
五
万
円
以
下
の
金
額

六
百
九
十
五
万
円
を
超
え
九
百
万
円
以
下
の
金
額

九
百
万
円
を
超
え
る
金
額
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七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
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七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
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七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
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七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
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七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が

」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合

算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

４　

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施

行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の

額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等

の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の

額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

５　

法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お

け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額

の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二

」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に

、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の

六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も

の
と
し
、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

11　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税
務
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互

会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税

法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

第
七
条　

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
条
の
五
の
三
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

２　

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七

条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八

九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一

」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分
の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七

分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四
八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の

三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」
と
す
る
。

　

付
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、

「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・

三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」

に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

12　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

。
13　

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

14　

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施

行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定

め
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
」
を
「
平
成
三
十

一
年
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て

安
全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上

に
資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ

れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、

付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住

宅
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
地
」
と
、
同
項
第
三
号
中

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
（
当
該
取
得
が
都
市
再
生

特
別
措
置
法
」
を
「
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
得
が
同
法
」
に
、

「
）
に
」
を
「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の
下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
含
み
、
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
六
に
規
定
す
る
」
を
「
含
む
も
の
と
し

、
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
」

の
下
に
「
（
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
土
地
の
取

得
」
を
「
、
土
地
」
に
、
「
以
下
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の

三
十
五
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
取
得
」
を
「
と
い
う
。
）
」
に
、
「
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
三
年
以
内
」
と
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項

」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「

施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五

第
九
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に

、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

11　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装

置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
号
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中

「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
付
則
第
九
条
の

二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に

係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
五
条　

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係

る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者

証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

五
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五

項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
」
を
「
付
則
第
九
条

の
二
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五

種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応

車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油

の
引
取
り

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

附
則
第
一
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
附

則
第
三
条
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
百
六
条

の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

第
十
五
条
の
二　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受
け

、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う

。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
す
る
。

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例
付
則
第
十
五
条

及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条




